
米子地区防火安全協会細則 

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ ５ 日  制 定 ・ 施 行  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 細 則 は 、米 子 地 区 防 火 安 全 協 会 会 則（ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ ５

日 制 定 。 以 下 「 会 則 」 と い う 。） 第 ２ ７ 条 に 基 づ き 、 米 子 地 区 防 火 安

全 協 会 （ 以 下 「 本 会 」 と い う 。） の 運 営 及 び 事 業 の 執 行 に 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 入 会 手 続 等 ）  

第 ２ 条  会 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 入 会 の 届 出 は 、様 式 第 １ 号 に よ

る も の と す る 。  

２  会 則 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 退 会 の 届 出 は 、様 式 第 ２ 号 に よ る も の と す

る 。  

 

 （ 会 費 ）  

第 ３ 条  正 会 員 の 負 担 す る 会 費 は 、次 の 各 号 に 該 当 す る 基 準 に よ る 額 と

す る 。  

 ⑴  危 険 物 、ガ ス 等 を 取 り 扱 う 事 業 所 以 外 の 事 業 所 は 、次 の 面 積 区 分

に よ り 格 付 さ れ た 金 額 と す る 。  

建 物 面 積  

（ 建 物 が 複 数 の 場 合 は 最 大 の も の ）  
会 費 年 額  

1,000 ㎡  未 満   3,000 円   

1,000 ㎡  以 上   3,000 ㎡  未 満  5,000 円   

3,000 ㎡  以 上   6,000 ㎡  未 満  7,000 円   

6,000 ㎡  以 上  10,000 ㎡  未 満  9,000 円   

10,000 ㎡  以 上  30,000 ㎡  未 満  14,000 円   

30,000 ㎡  以 上  50,000 ㎡  未 満  19,000 円   

50,000 ㎡  以 上   24,000 円   

 ⑵  危 険 物 、ガ ス 等 を 取 り 扱 う 事 業 所 は 、次 に 定 め る 基 準 に よ り 口 数

を 算 出 し 、 各 級 に 格 付 さ れ た 金 額 と す る 。  

ア  危 険 物 を 取 り 扱 う 事 業 所 （ 均 等 割 ）  １ 口  

イ  少 量 危 険 物 取 扱 所  １ 件 に つ き  １ 口  

ウ  自 動 車 （ 営 業 ナ ン バ ー で 稼 働 中 ）  10 台 ま で 毎 １ 口  

エ  ボ イ ラ ー  無 資 格 で よ い も の  １ 基 に つ き １ 口  

二 級 技 士 以 上 の も の  １ 基 に つ き ２ 口 以 上  

オ  ガ ス 貯 蔵 施 設  １ 件 に つ き １ 口  



カ  ガ ス 製 造 所  １ 件 に つ き ２ 口  

キ  危 険 物 許 可 施 設  １ 件 に つ き ２ 口  

ク  危 険 物 取 扱 者  １ 人 に つ き １ 口  

（ 一 の 危 険 物 許 可 施 設 に 必 要 な 危 険 物 取 扱 者 の 人 数 ）  

ケ  劇 ・ 毒 物 倉 庫  １ 棟 に つ き ２ 口  

コ  火 薬 庫  １ 棟 に つ き ２ 口  

会 員 の 級 別  会 員 の 口 数  会 費 年 額  

1 級 会 員   1  ～   2 2,000 円   

2 級 会 員   3  ～   4 4,000 円   

3 級 会 員   5  ～   6 6,000 円   

4 級 会 員   7  ～   8 8,000 円   

5 級 会 員   9  ～  12 10,000 円   

6 級 会 員   13 ～  16 12,000 円   

7 級 会 員   17 ～  20 15,000 円   

8 級 会 員   21 ～  24 18,000 円   

9 級 会 員   25 ～  30 23,000 円   

10 級 会 員   31 ～  40 28,000 円   

11 級 会 員   41 ～  50 33,000 円   

12 級 会 員   51 ～  60 38,000 円   

特 級 級 会 員   61 以 上  45,000 円   

 ⑶  団 体 加 入 に つ い て は 、 3,000 円 に 構 成 事 業 所 数 を 乗 じ た 額 と す る

こ と が で き る 。  

２  賛 助 会 員 の 負 担 す る 会 費 は 、 年 額 2,000 円 以 上 と す る 。  

 

 （ 会 務 の 委 任 ）  

第 ４ 条  本 会 に 代 表 者 の 代 理 人 を 出 席 さ せ る と き は 、様 式 第 ３ 号 の 会 務

の 委 任 状 を 、 会 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 委 嘱 ）  

第 ５ 条  会 則 第 １ ３ 条 第 ２ 項 又 は 第 ２ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 委 嘱 は 、

様 式 第 ４ 号 の 委 嘱 状 の 交 付 を も っ て 行 う も の と す る 。  

 

 （ 旅 費 ）  

第 ６ 条  本 会 の 役 員 、会 員 、顧 問 、参 与 又 は 職 員 、若 し く は 本 会 が 依 頼

し た 者 の 旅 費 は 、 別 表 １ の と お り と す る 。  

 

 



（ 表 彰 ）  

第 ７ 条  会 長 は 、本 会 の 事 業 目 的 の 達 成 に 多 大 な 功 労 又 は 功 績 が あ っ た

会 員 、他 の 模 範 と な る 会 員 等 に つ い て 、必 要 な 場 合 こ れ を 表 彰 す る こ

と が で き る も の と す る 。  

２  表 彰 の 種 類 及 び 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

表 彰 の 種 類  表 彰 の 基 準  

功 労 者 表 彰  本 会 の 事 業 推 進 に 多 大 な 功 労 が あ っ た 者  

功 績 者 表 彰  本 会 の 事 業 推 進 に 顕 著 な 功 績 が あ っ た 者  

優 良 事 業 所 表 彰  

危 険 物 又 は ガ ス 類 の 保 安 の 確 保 、防 火 対 象 物

の 防 火 管 理 の 推 進 に 顕 著 な 功 績 が 認 め ら れ

る 会 員 事 業 所  

優 良 自 衛 消 防 表 彰  
会 員 事 業 所 の 自 衛 消 防 活 動 に お い て 顕 著 な

活 動 、 功 績 を あ げ た 会 員 事 業 所  

優 良 保 安 管 理 者 表 彰  
会 員 事 業 所 に お い て 、危 険 物 又 は ガ ス 類 の 保

安 の 確 保 に 功 績 が あ っ た 者  

優 良 防 火 管 理 者 表 彰  
会 員 事 業 所 に お い て 、防 火 管 理 業 務 の 遂 行 に

お い て 功 績 が あ っ た 者  

 

（ 謝 金 ）  

第 ８ 条  会 長 は 、本 会 が 主 催 す る 研 修 会 の 講 師 等 に 、必 要 に 応 じ て 謝 金

を 支 払 う こ と が で き る も の と す る 。こ の 場 合 、謝 金 の 額 は こ れ を 会 長

に 一 任 す る 。  

 

 （ 慶 弔 ）  

第 ９ 条  会 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 敬 弔 の 意 を 表 す る も の と す る 。

こ の 場 合 、 慶 弔 の 方 法 は 、 会 長 に こ れ を 一 任 す る 。  

 

 （ 経 費 の 支 出 ）  

第 １ ０ 条  本 会 の 経 費 の 支 出 は 、様 式 第 ５ 号 に よ り 会 長 の 決 裁 を 受 け 執

行 す る も の と す る 。た だ し 、50,000 円 未 満 の 額 の も の は 、事 務 局 長 の

決 裁 に よ り 執 行 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  前 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 支 出 し た 案 件 は 、遅 滞 な く 会 長 の 決 裁

を 受 け る も の と す る 。  

 

 

 

 



   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 細 則 は 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 経 過 措 置 ）  

２  米 子 市 危 険 物 保 安 協 会 又 は 米 子 自 衛 防 火 協 会 の 会 員 で あ っ た も の

の 会 費 の 額 は 、第 ３ 条 第 １ 項 各 号 の 規 定 に か か わ ら ず 従 前 の 協 会 の 会

費 の 額 と す る 。  

３  米 子 市 危 険 物 保 安 協 会 及 び 米 子 自 衛 防 火 協 会 の い ず れ に も 加 入 し

て い た 会 員 の 会 費 の 額 は 、第 ３ 条 第 １ 項 各 号 の 規 定 に か か わ ら ず 従 前

の 会 費 の う ち 高 い 会 費 の 額 と す る 。  



別 表 １  

 

 

旅 費 等 の 額  

 

本 会 の 役 員 、会 員 、顧 問 、参 与 又 は 職 員 、若 し く は 本 会 が 依 頼 し た 者

の 旅 費 の 額 は 、 次 表 の と お り と す る 。  

 

１  旅 費  

 

⑴  列 車 を 利 用 す る 場 合  

ア  列 車 の 運 賃 の 実 費 支 払 い と す る 。  

 イ  出 発 駅 か ら 片 道 100km 以 上 の 場 所 に 出 張 す る 場

合 は 、 急 行 又 は 特 急 を 利 用 す る こ と が で き る も の と

す る 。  

 ウ  早 割 ・ ト ク ト ク 切 符 等 を 利 用 で き る 場 所 （ 東 京 、

京 阪 神 、 広 島 等 ） に 出 張 す る 場 合 は 、 割 引 切 符 の 利

用 を 原 則 と す る 。  

  

⑵  航 空 機 を 利 用 す る 場 合  

 ア  会 議 の 開 始 時 間 等 の 事 情 で 、 航 空 機 に よ る 出 張 が

必 要 な 場 合 に 利 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  

イ  特 割 切 符 等 の 利 用 を 原 則 と す る 。  

２  宿 泊 費  

 

宿 泊 を 要 す る 出 張 の 場 合 は 、宿 泊 費（ １ 泊 上 限 10,000

円 ） を 支 給 す る 。 た だ し 、 地 域 的 、 時 期 的 諸 事 情 に よ り

当 該 金 額 を 超 え る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 



様 式 第 １ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

 

加   入   申   込   書  

 

 

米 子 地 区 防 火 安 全 協 会  様  

 

所 在 地  

事 業 所  

代 表 者  

職 氏 名               ○印  

 

 

米 子 地 区 防 火 安 全 協 会 の 趣 旨 に 賛 同 し て 、下 記 の 年 会 費 を 添 え て 加 入

を 申 し 込 み ま す 。  

 

記  

 

１  会 員 の 種 別  

 

正 会 員   ・   賛 助 会 員  

 

 

２  会 費 の 金 額  

 

年 会 費         円  

 

※ 正 会 員 は 別 紙 算 定 表 に よ る 。  

※ 賛 助 会 員 は 2,000 円 以 上 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

備 考  １  こ の 用 紙 の 大 き さ は 日 本 工 業 規 格 Ａ ４ と す る 。  

   ２  会 員 の 種 別 及 び 正 会 員 の 会 費 は 、貴 事 業 所 の 業 務 形 態 に よ り

決 定 い た し ま す 。  

   ３  賛 助 会 員 の 会 費 金 額 は 、 貴 事 業 所 に お い て ご 記 入 く だ さ い 。 



（ 別 紙 ）  

正 会 員 の 会 費 算 定 表  

 

貴 事 業 所 は 、 次 の ３ つ の 項 目 の 内 （   ） に 該 当 し ま す 。  

 

１  危 険 物 、 ガ ス 等 を 取 り 扱 う 事 業 所 以 外 の 事 業 所 （ 第 ３ 条 ⒧ 関 係 ）  

 

建 物 の 総 面 積                      ㎡   

（ 建 物 が 複 数 の 場 合 は 最 大 の も の ）  

 

２  危 険 物 、 ガ ス 等 を 取 り 扱 う 事 業 所 （ 第 ３ 条 ⑵ 関 係 ）  

 

下 記 の 合 計 口 数          口         級 会 員   

 

（ 会 費 口 数 算 定 ）  

⒧  危 険 物 を 取 り 扱 う 事 業 所 （ 均 等 割 ）        １  口  

⑵  少 量 危 険 物 取 扱 所            件      口  

⑶  自 動 車 （ 営 業 ﾅﾝﾊﾞｰで 稼 働 中 ）       台      口  

⑷  ボ イ ラ ー  無 資 格 で よ い も の       基      口  

二 級 技 士 以 上 の も の      基      口  

⑸  ガ ス 貯 蔵 施 設              件      口  

⑹  ガ ス 製 造 所               件      口  

⑻  危 険 物 許 可 施 設             件      口  

⑼  危 険 物 取 扱 者              人      口  

⑽  劇 ・ 毒 物 倉 庫              棟      口  

⑾  火 薬 庫                 棟      口  

 

３  団 体 加 入 （ 第 ３ 条 ⑶ 関 係 ）  

 

事 業 所 数     件  

 

 

備 考  １  こ の 用 紙 の 大 き さ は 日 本 工 業 規 格 Ａ ４ と す る 。  

   ２  ２ ⑼ の 危 険 物 取 扱 者 は 、在 籍 人 数 で は な く 、一 の 危 険 物 許 可

施 設 に 必 要 な 危 険 物 取 扱 者 の 人 数 と す る 。（ ⑻ の う ち 、 給 油 取

扱 所 を 除 く 危 険 物 施 設 の 件 数 ×１ 人 、セ ル フ 以 外 の 給 油 取 扱 所

に つ い て は 件 数 ×２ 人 ）  

   ３  団 体 加 入 の 場 合 は 、件 数 分 の 事 業 所 の 名 称 、所 在 地 を 添 付 し

て 提 出 し て く だ さ い 。  



様 式 第 ２ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

 

 

退     会     届  

 

 

 

 こ の た び 都 合 に よ り 貴 協 会 を 退 会 し た い の で 承 認 願 い ま す 。  

 

 

 

年   月   日  

 

 

所 在 地  

 

事 業 所  

 

代 表 者  

職 氏 名                   ○印  

 

 

 

 

 米 子 地 区 防 火 安 全 協 会  様  

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

 

会 務 の 委 任 状 

 

 

 米 子 地 区 防 火 安 全 協 会 会 長  様  

 

 

所 在 地  

事 業 所  

 

代 表 者  

職 氏 名             ○印  

 

 

 

 

 貴 協 会 の 会 務 の 執 行 に つ い て 、 当 事 業 所 の 下 記 の 者 に 委 任 し ま す 。  

 

 

記  

 

 

   事 業 所 名  

 

   職   名  

 

   氏   名  

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ４ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

 

委    嘱    状  

 

 

 

 

               様  

 

 

 

 

 本 会 の           と し て 委 嘱 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

     年   月   日  

 

 

 

 

                米 子 地 区 防 火 安 全 協 会  

                会 長            ○印  



様 式 第 ５ 号 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

支 出 番 号  

 
           

会  長 事   務   局  

       

 

 

 

支 出 金 額  

 

 

 

       年 度  

項
 

 
目

 

用

途  

 

 

支

払

明

細

書  

品    目  数 量  単  価  金  額  

 

 

 

 

 

 

   

 

請  

 

求  

 

書  

 上 記 明 細 の と お り 請 求 し ま す 。  

    年  月  日  

       住  所  

       氏  名              ○印  

 

 米 子 地 区 防 火 安 全 協 会 会 長  様  

 

  上 記 の 金 額 を 領 収 し ま し た 。  

   年  月  日  

       住  所  

       氏  名              ○印  

 

 米 子 地 区 防 火 安 全 協 会 会 長  様  

 

方  

 

法  

現 金 払 い  

口 座 振 替  

支

払

日  

 

 

支  出 命 令 書

下 記 の と お り  

支 出 を 命 令 す る 。 


